
　「ひだか防災メール（防災行政無線メール配信サービス）」に登録をすると、防災行政無線（広報塔）で放送した
内容や、その他防災に関する情報を、お手持ちの携帯電話やスマートフォンで受信することができます。
　さまざまな災害から身を守るためには、いち早く確実な情報を得ることが重要です。いつでも、どこにいても
市からの情報を入手できるよう、登録をお願いします。

問い合わせ　危機管理課防災・消防担当

情報を確実に！ひだか防災メールを登録しましょうお知らせ

登録手順
①�右のQRコードを読み取り、「サービスを始めてみる」を選択、
空メールを送信。または、「add@city.hidaka.saitama.jp」
に空メールを送信

②�「ひだか防災メール　新規ご登録」のメールが届く。メール本文に記
載のURLへアクセス

③「購読記事の追加」　■防災情報　を選択し、「次へ」
④「地域はどのように選びますか？」　「広域地域から選ぶ」を選択
⑤「広域地域を選択してください」　■日高市　を選択し、「次へ」
⑥「コンテンツの選択」　■防災情報　が選択されています。
○「全て登録」を選択
⑦登録完了

注意事項
○�登録は無料、通信費は利用者
の負担になります。

○�「@city.hidaka.saitama.
jp」からのメールを受信で
きるよう、受信設定を行って
ください。設定方法の詳細は、
各携帯電話事業者にお問い合
わせくださ
い。

　大きな災害が発生した際に、市民にどのように情報を伝え、どのように安全に避難させるかが市の課題となっ
ています。市では、日頃から支援が必要な人の状況等を把握するために、避難行動要支援者制度を設けています。

問い合わせ　危機管理課防災・消防担当

避難行動要支援者制度へご協力くださいお知らせ

避難行動要支援者制度とは
　災害発生時に、特に支援を要する自力で避難すること
が困難な人（避難行動要支援者）から事前に同意を得て、
消防機関、警察、民生委員、区長等の地域で支援してく
れる人（避難支援等関係者）へ平常時から名簿を提供し、
災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制
度です。
対象（次のいずれかに該当する人）
①�介護保険の要介護（要支援）の認定を受けている（受け
ようとする）人

②�障がい者手帳を持っている、または交付を受けようと
する人

③75歳以上のみの世帯の人
④その他地域の支援が必要な人

既に同意書を提出している人
　取り消しの申し出がない限り継続します。
同意書提出後の流れ
　市が避難行動要支援者台帳に登録を行った後、
避難支援等関係者に名簿情報を提供します。
※個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義
務が課されています。
問い合わせおよび同意書の受付窓口
対象①に当てはまる人
　…長寿いきがい課介護保険担当（１階⑤番窓口）
対象②に当てはまる人
　�…障がい福祉課障がい福祉担当・支援推進担当
（１階⑧番窓口）
対象③④に当てはまる人
　…危機管理課防災・消防担当
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都市計画の変更の構想（原案）の公聴会を開催しますお知らせ

　県が決定する都市計画の変更案、旭ケ丘松の台土地区画整理事業に係る日高市の都市計画の変更案を作成する
に当たり、皆さんから意見をいただくため、公聴会を開催します。

県による都市計画変更 市による都市計画変更

閲
覧

内容
①�川越都市計画都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針の変更
②川越都市計画区域区分の変更

③用途地域の変更
④防火及び準防火地域の変更
⑤道路の変更
⑥土地区画整理事業の変更　
⑦地区計画の変更　

⑧下水道の変更

期間 ９月20日（火）～10月４日（火）

場所

日高市市街地整備課、県都市計画課、川
越県土整備事務所、飯能県土整備事務所、
東松山県土整備事務所、川越市都市計画
課、川島町まち整備課、県ホームページ　

日高市市街地整備課、市ホームペー
ジ

日高市下水道課、市ホー
ムページ

公
聴
会

日時 10月20日（木）午前10時から 10月20日（木）午後２時から

場所 高萩北公民館

申し
込み
等

○傍聴を希望する人は、10月14日（金）以降に、日高市市街地整備課まで電話で申し込んでください。
○会場の都合により、人数を制限する場合があります。
○公述の申し出がない場合は、公聴会は中止します。

公
述
・
意
見
書
の
申
し
出

対象 川越市、日高市、川島町に住所のある個
人および法人

③～⑥、⑧…市内に住所のある個人および法人
⑦…この地区計画区域内の土地所有者または利害関係者

提出
方法

①・②…閲覧場所にある公述申出書に必
要事項を記入の上、10月４日（火）（必着）
までに、郵送か直接日高市市街地整備課
または県都市計画課へ
※県電子申請届出サービスによる提出も
できます。
※公述申出書は、市ホームページまたは
県ホームページからダウンロードできま
す。

③～⑥…閲覧場所にある公述申出書
に必要事項を記入の上、10月４日
（火）（必着）までに、郵送または直接
日高市市街地整備課へ
※公述申出書は、市ホームページま
たは県ホームページからダウンロー
ドできます。

閲覧場所にある公述申出
書に必要事項を記入の上、
10月４日（火）（必着）ま
でに、郵送または直接日
高市下水道課へ

意見書の提出
⑦…閲覧場所にある意見書様式に必
要事項を記入の上、10月11日（火）ま
でに、郵送または直接日高市市街地
整備課へ
※市ホームぺージからダウンロード
できます。

その他
○公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。
○公述時間は、一人当たり10分以内です。

問い合わせ

○日高市市街地整備課新市街地整備担当
○県都市計画課
　〒330－9301　
　さいたま市浦和区高砂３－15－１
　☎048－830－5341

日高市市街地整備課新市街地整備担当 日高市下水道課工務担当
☎989ー2771
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